
船舶事故調査報告書 

令和４年５月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和３年１１月１６日 ０９時３０分ごろ 

発生場所 広島県呉
くれ

市下蒲刈
かまがり

島北西岸 

 重岩灯台から真方位２００°１,６００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１１.７′ 東経１３２°３９.３′） 

事故の概要  引船第十八山和
さ ん わ

丸及び台船 H
エイチ

-231 は、引船列を構成して東南東進

中、沿岸に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和３年１１月２５日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第十八山和丸、９８.９５トン 

   １２５２１３、山和船舶海運有限会社 

Ｂ 台船 H-231、長さ６０.００ｍ、幅２２.００ｍ、深さ３.５０ｍ 

   なし、宗田造船株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、四級（航海） 

  航海士、六級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船底部外板に擦過傷 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過 Ａ船は、船長及び航海士ほか１人が乗り組み、積荷のない状態のＢ

船を長さ約６５ｍのえ
．
い
．
航索でえい

．．
航して引船列（以下「Ａ船引船

列」という。）を構成し、航海士が操舵装置前の椅子に腰を掛けた姿

勢で単独の船橋当直にあたり、レーダーを０.５海里レンジとし、自

動操舵により約３ノットの対地速力で航行した。 

航海士は、呉市下猫
ねこ

埼南西方沖を東南東進中、眠気を催したもの

の、弱い眠気であったので居眠りすることはないと思い、同じ姿勢で

航行を続けた。 

Ａ船引船列は、航海士がいつしか居眠りに陥り、下猫埼南方沖の変

針点を通過して航行し、下蒲刈島北西岸に乗り揚げた。 

航海士は、乗揚げ時の衝撃で目を覚まし、目前に下蒲刈島が見えた

ので同島に乗り揚げたことに気付き、機関を中立運転とした後、後進

で離礁を試みたものの離礁できず、船長の指示で海上保安庁へ１１８

番通報するとともに会社に連絡した。 

本船は、タグボートによって引き出された後、自力で航行して呉市

呉港広
ひろ

区に戻り、船底調査を行った結果、運航に支障がなかったので



Ｂ船を切り離して阪神港に向かった。 

 Ａ船引船列の喫水は、Ａ船が船首約２.２ｍ、船尾約３.５ｍ、Ｂ船

が船首尾共約０.４ｍであった。 

航海士は、ふだん、眠気を感じた場合、立ち上がって外気に触れる

などしていた。 

航海士は、１５日２２時００分ごろ就寝、１６日０５時００分ごろ

起床し、その後特に作業等もなく、疲労を感じておらず、また、血圧

の薬以外には何も服用しておらず、特に健康には問題なかった。 

航海士は、本事故当時、操舵室に暖房が入っており、また、椅子に

腰を掛けた姿勢で航行していたので居眠りに陥ったと、本事故後に思

った。 

分析  Ａ船引船列は、自動操舵で東南東進中、単独の船橋当直に就いてい

た航海士が居眠りに陥り、変針予定場所を通過して同じ針路で航行を

続けたことから、Ａ船が下蒲刈島北西岸に乗り揚げたものと考えられ

る。 

 航海士は、眠気を感じた際、椅子に腰を掛けた状態で航行を続けた

ことから、覚醒水準が低下し、居眠りに陥ったものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船引船列が、自動操舵で東南東進中、単独の船橋当直

に就いていた航海士が居眠りに陥り、変針予定場所を通過して同じ針

路で航行を続けたため、Ａ船が下蒲刈島北西岸に乗り揚げたものと考

えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操船者は、眠気を感じた場合、椅子から立ち上がって身体を動か

したり、外気に当たったりするなどの居眠り運航の防止措置を採

ること。 

・操船者は、どうしても眠気がとれない場合には操船を代わっても

らうこと。 

 


